
 

地方独立行政法人長野県立病院機構役員報酬規程の一部改正について    

    

医療推進課 

 

 

１ ６月と12月に支給される賞与の支給割合について改正 （平成27年4月1日適用） 

改正内容 

常勤の役員について、６月の賞与の支給割合を1.55月から1.475月に、12月の賞与の

支給割合を1.55月から1.625月に、それぞれ改めたもの。 

なお、年間支給月数は改正前の3.1月から変更はない。 

 改正の理由 

  26年11月の人事委員会勧告に基づき、賞与の年間支給月数を2.95月から3.1月に引き

上げたが、６月期と12月期のそれぞれの支給割合について、県との均衡を図る観点から、

特別職の支給割合に準じた扱いに変更したもの。 

 

２ 地域手当の支給割合について改正 （平成27年4月1日適用） 

 改正内容 

医師又は歯科医師である者 基本給に100分の16を乗じて得た額（改正前100分の15） 

医師又は歯科医師以外の者 基本給に100分の2を乗じて得た額（改正前100分の1.5） 

 改正の理由 

  人事委員会勧告に基づき県職員の地域手当の支給割合が引上げられたことを踏まえ、

準じた改正を行ったもの。 

    

 

(参考) 

○地方独立行政法人法 

   （役員の報酬等） 

第四十八条 （第一項略） 

２ 役員報酬等の支給基準を変更したときは、知事に届け出なければならない（第三項略） 

 

（評価委員会の意見の申出） 

第四十九条 知事は、届出があったときは、評価委員会に通知するものとする 

２ 評価委員会は、通知を受けたときは、支給基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかに

ついて、知事に対し、意見を申し出ることができる 

 

（準用） 

第五十六条 第四十八条及び第四十九条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等について準 

用する。 

資料７ 
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